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はじめに 

  

児童生徒数は，少子化により全国的に減少してきており，高松市においても

同様で，昭和３０年代のピーク時と比較して，市全体で約２分の１に減少して

います。 

特に，日新，二番丁，四番丁，亀阜，栗林，花園，松島，築地，新塩屋町の

９小学校および桜町，紫雲，玉藻，光洋，城内の５中学校（以下，この対象校

を「中心部小中学校」という。）では，ドーナツ化現象とも重なり，ピーク時の

約４分の１と，著しく減少するとともに，学校規模の格差が広がっています。 

 また，中心部小中学校の校舎等は，新耐震基準（昭和５６年６月）前に建築

した施設が全体の約９４％を占め，耐震性に懸念があるとともに老朽化が進み，

改築を検討する時期を迎えています。 

 このような状況の中，当「高松市小中学校適正配置等審議会」（以下，「審議

会」という。）が平成１４年６月１日に設置され，同年９月に高松市教育委員会

から，児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい環境の創出をめざし，新し

い学校づくりを進めるために，「高松市中心部小中学校の適正配置等について」

の諮問を受けました。  

２１世紀は，人の時代，知の時代ともいわれ，少子・高齢化の進行する我が

国では創造性豊かな人材を養成し，社会の各分野で活躍できる人材供給とその

ための効果的な教育システムの再構築が急務となっています。 

したがって，学校教育に対する国民の期待は大きく，新しい教育実現に向け

て多くの改革施策が推進されています。 

例えば，平成１４年度からの完全学校週５日制の導入や新学習指導要領の実

施も学校の在り方を大きく変化させてきています。 

「確かな学力」に支えられる「生きる力」の育成をめざし，基礎・基本の学

習だけでなく，教科の枠を超えた総合的な学習，体験的な学習などを取り入れ
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た新しい教育内容・方法に改められています。 

また「生きる力」の育成は，学校だけでなく，学校・家庭・地域が一体とな

って生活全体を通じて育んでいくべきとの認識から地域ぐるみの教育支援体制

が必要であり，そのためにも地域に開かれた学校づくりが求められています。 

世代を超えて教え合い，学び合いながら生涯学習に結びつく新しい地域社会，

共生社会が形成･拡大されることも期待されています。 

また，国際化・情報化に向けた教育推進も図られており，とりわけコミュニ

ケーション能力（対話能力，表現・伝達能力など）やグローバルな資質（総合

的な判断力，問題発見・解決能力など）の養成にも留意して，学校の創意工夫

による特色ある教育活動も展開されています。それを支援するための新しい教

育環境（施設・設備）の整備も急がれます。 

明日を担う子どもたちのために，新しい教育が普遍的に着実に展開されるべ

きであり，これからの学校は，変化の時代に対応できる基礎基盤を確保し，地

域と共に進化する学校であることを願っております。 

しかし，地方の自立を促す分権化やそれに伴う財政改革などが進められ，公

教育に対する財政支援の見通しにも懸念が出てきています。 

厳しい財政事情も考慮されねばなりませんが，教育水準の向上を不断に求め，

新しい教育を推進する新しい学校づくりを急ぐべきです。 

審議会では，これら学校を取り巻く状況や高松市の学校の現状等を踏まえ，

高松市校舎等改築検討懇談会の報告（平成１２年８月１４日設置・平成１３年

１１月３０日報告）および高松市の校舎等改築計画基本構想（平成１４年５月

７日策定）を尊重しながら，次代を担う子どもたちのためにという視点を最優

先に考え審議を重ね，昨年８月に中間報告をいたしました。 

この中間報告については，市民の方々から多くの意見をいただきました。 

保護者の代表の方からも，直接ご意見を聞かせていただき，それらの意見も

踏まえて，さらに慎重に審議を行い，ここに答申をまとめました。 
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などを骨子としたものです。この弾力化を活用して，本県では「香川型教育」

を推進しており，少人数授業や複数担任制が導入され，すでに全国水準を上回

る教員配置となっています。 

これまで学級は，児童生徒の「学習の場」であるとともに，「生活の場」でも

あるとされてきていましたが，それを区別して，学習集団（学習の場）につい

ては，習熟度別にきめ細かい学習指導や多様な興味・関心に応じた学習活動を

取り入れるなど，特色ある学校経営や学級経営についても新しい工夫が求めら

れる段階に入っています。平成１８年度から地方自治体が学級編制の基準を自

主決定できるように法改正される見通しですが，今後の問題として「学級」を

画一的に縮小・分割することについては，教員配置増に伴う財政負担の問題だ

けでなく，児童生徒の「生活集団」としての望ましい学級規模の検討も必要に

なると思われます。 

また，国際化や高度情報化による様々な影響が日本社会を変化させており，

その変化への対応能力をこれからの子どもたちが備えておく必要があります。

学校教育にもその育成について課せられており，学校生活を通じて子どもたち

に幅広い情報交換の機会を与え，様々な出会いと体験を重ねながら，生涯にわ

たる学習態度を形成するために「学び方」を学ぶことや，習慣やものの見方・

考え方の異なる人々とも協調・協同できる「共に生きる」ことの重要性を体得

できる環境を確保する必要があります。このような時代が求めている新しい資

質・能力の育成を重視する視点からも適正規模化は望まれます。 

なお，懇談会の報告および基本構想で想定している学級規模は，国の学級編制

の標準である４０人であり，この標準としている学級規模は校舎等の新・増・改

築の計画をする場合にも，必要な施設・設備の規模や内容を算定する補助基準と

なっています。 
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（２）学校の適正配置等の必要性 

学校教育は，個に応じ個性を伸長することをねらいとするとともに，社会の

一員としての社会性や集団性を培うことも重要です。 

子どもたちの学習は，観察・実験，見学や調査，発表や討論，ものづくりな

どの体験を伴うことにより，深まりと広がりが期待できます。 

また，グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な形態による教育活

動を展開することによって，学習意欲や主体的な課題発見・課題解決の能力を

育成することができます。 

そして，なにより，他者との交流の中でこそ，お互いを認め合い思い合う社

会性や協調性が育まれることを忘れてはなりません。 

このように，学校教育は，集団による教育が基本であり，毎日の効果的な授

業を展開するための教科学習はもとより，運動会・文化祭等の学校行事，また

部活動においても一定規模の集団を確保する必要があります。 

心豊かでたくましい児童生徒を育成するためには，児童生徒同士が学び合い，

高め合うなど，切磋琢磨することが重要であり，様々な考えや体験を持ってい

る友達との出会いが大切です。 

子どもたちの個性を伸ばすとともに，社会性を育て，生きる力を身につける

ためには，児童生徒の学習や生活の場としてふさわしい環境をつくるため，学

校の適正配置等を行い，可能な限り学校規模の適正化や規模の格差是正を図る

ことが必要であると考えます。 
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（３）中心部小中学校の統合等の必要性 

 中心部は，南北方向に約５ｋｍ，東西方向に約６ｋｍで，市役所本庁舎を中心

に半径約３ｋｍの範囲内に，日新，二番丁，四番丁，亀阜，栗林，花園，松島，

築地，新塩屋町の９小学校と桜町，紫雲，玉藻，光洋，城内の５中学校が設置さ

れています。 

 平成１６年５月１日現在，９小学校で児童数３，７３０人・普通学級数１１７

クラス，また，５中学校では生徒数２，６７９人・普通学級数７７クラスとなっ

ています。 

 日新，四番丁，築地，新塩屋町の４小学校は，普通学級数６または７クラス，

児童数１１７人から１９９人の小規模校となっていますが，栗林小学校では，普

通学級数２９クラス，児童数１，０４３人の大規模校となっており，学校規模の

格差は，９倍近くに広がっています。 

中学校では，光洋中学校が普通学級数８クラスの２４５人，城内中学校が普通

学級数６クラスの１７９人の小規模校となっています。 

また，転出入等の増減を考慮しない推計では，児童生徒数および学級数とも減

少傾向を示しています。最近，マンション等が建設されていますが，これまでの

マンション建設に伴う児童数の増減の状況や合計特殊出生率を考慮すると，児童

生徒の増加は期待しにくいところです。 

このような状況を考慮し，「懇談会」や「基本構想」での学校規模の適正化方

針，新しい教育の推進と新しい教育環境の創出の機会とすること，および学校

の建設・管理・運営の効率化などを総合的に判断して，中心部小中学校は，学

校の統合等を行い，学校の適正規模化および学校規模の格差是正を図る必要が

あると考えます。 
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４ 学校の統合等について 

 

 学校規模の適正化や規模の格差是正を図る方策としては，校区修正や学校の統

合が考えられます。 

現在の中心部小中学校の状況を考慮すると，校区修正のみでは，小規模校や規

模の格差を根本的に解消することは難しいことから，学校の統合を行い，また必

要最小限の校区修正を行う必要があります。 

 統合により新しく学校をつくる場合は，既存の学校敷地の広さや学校の位置・

通学距離等を考慮して決める必要があります。 

 中心部小中学校の統合等について，その必要性および通学距離（小学校４ｋｍ

以内，中学校６ｋｍ以内）や将来の児童生徒数等も念頭において，次の方策を提

言します。 

 

《学校統合》 

（１）日新小学校・二番丁小学校・四番丁小学校 

 日新小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数１５８名・普通学級数６クラ

スの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計でも，児童数１５４名・普通

学級数６クラスと小規模校の状況が続くと予想されます。 

 二番丁小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数５１７名・普通学級数１６

クラスの適正規模校でありますが，平成２２年度を見通した推計では，児童数

４４７名・普通学級数１４クラスと減少傾向にあります。 

四番丁小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数１３７名・普通学級数６ク

ラスの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計でも，児童数１３３名・普

通学級数６クラスと小規模校の状況が続くと予想されます。 
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隣接するこれら３校を統合した場合，児童数８１２名・普通学級数２２クラス

の適正規模校となります。 

また，これら学校の校舎等は，昭和３０年頃から建設され，およそ５０年を経

過するものもあり，老朽化が進み改築時期を迎えています。 

このような状況を考慮し，３校を統合して，校舎等の改築に併せて,学校規模

の適正化を図ることを提言します。 

また，統合校は，現在の学校敷地の広さや学校の位置・通学距離から，二番丁

小学校の敷地を活用することが望ましいと考えます。 

なお，統合校区内には城跡や歴史・文芸的史跡も保有されており，郷土の歴史

や伝統の保存・伝承にも配慮した学校づくりが望まれます。 

（統合後の最遠通学距離は，約２.７ｋｍ） 

 

（２）松島小学校・築地小学校・新塩屋町小学校 

松島小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数３８３名・普通学級数１２ク

ラスの適正規模校でありますが，平成２２年度を見通した推計では，児童数３５

６名・普通学級数１２クラスと減少傾向にあります。 

 築地小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数１１７名・普通学級数６クラ

スの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計では，児童数１３７名・普通

学級数６クラスと増加傾向を示しておりますが，依然として小規模校の状態が続

くと考えられます。 

新塩屋町小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数１９９名・普通学級数７

クラスの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計でも，児童数１８７名・

普通学級数６クラスの小規模校となっています。 

隣接するこれら３校を統合した場合，児童数６８０名・普通学級数２０クラス

の適正規模校となります。 

また，これら学校の校舎等は，昭和２８年頃から建設され，５０年を経過した
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ものもあり，老朽化が進み改築時期を迎えています。 

このような状況を考慮し，３校を統合して，校舎等の改築に併せて,学校規模

の適正化を図ることを提言します。 

また，統合校は，現在の学校敷地の広さや学校の位置等を総合的に考慮して，

松島小学校の敷地および隣接している光洋中学校の敷地を一体的に活用し，小中

一貫教育も視野に入れた計画が望ましいと考えます。 

（統合後の最遠通学距離は，約２.０ｋｍ） 

 

（３）光洋中学校・城内中学校 

光洋中学校は，平成１６年５月 1日現在，生徒数２４５名・普通学級数８クラ

スの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計でも，生徒数２２９名・普通

学級数７クラスと減少傾向にあります。 

 城内中学校は，平成１６年５月 1日現在，生徒数１７９名・普通学級数６クラ

スの小規模校であり，平成２２年度を見通した推計でも，生徒数１３６名・普通

学級数６クラスと減少傾向にあります。 

隣接するこれら２校を統合した場合，生徒数４２４名・普通学級数１２クラス

の適正規模校となります。 

また，これら学校の校舎等は，昭和３１年頃から建設され，およそ５０年を経

過し，老朽化が進み改築時期を迎えています。 

このような状況を考慮し，２校を統合して，校舎等の改築に併せて,学校規模

の適正化を図ることを提言します。 

また，統合校は，現在の学校敷地の広さ等を総合的に考慮して，光洋中学校の

敷地および隣接している松島小学校の敷地を一体的に活用し，小中一貫教育も視

野に入れた計画が望ましいと考えます。 
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《校区修正》 

（４）栗林小学校・花園小学校 

栗林小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数１，０４３名・普通学級数

２９クラスの大規模校であり，平成２２年度を見通した推計は，児童数１，１０５

名・普通学級数３１クラスと増加傾向にあり，さらに，大規模校となります。 

（３１学級以上は過大規模校として，新増改築事業等について，やむを得ない

場合を除き，国の補助が受けられない。） 

 花園小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数３６３名・普通学級数１２ク

ラスの適正規模校であり，平成２２年度を見通した推計では，児童数３５８名・

普通学級数１２クラスと微減傾向にあります。 

 このように，栗林小学校が大規模校の状態が続いていることや，隣接する花園

小学校と規模の格差(約３倍)が大きいことから，学校規模の適正化および学校規

模の格差是正のため，栗林小学校と隣接する花園小学校の校区修正を提言します。 

 校区修正を考える対象地域は，学校の位置や児童数等を考慮して，藤塚町・藤

塚町一丁目（1番除く）・藤塚町二丁目および楠上町一丁目が妥当と考えます。 

（校区修正後の最遠通学距離は，栗林小学校約２.３ｋｍ，花園小学校約２．０

ｋｍ） 

なお，栗林小学校および花園小学校には特例地区・慣例地区（地域性など特別

な事情があり，保護者からの学校指定変更願により，通学する学校の変更を認め

ている地区）がありますが，今里町一丁目・上福岡町の一部の特例地区・慣例地

区については，両校の校区修正との整合性や，通学路の状況変化を考えますと，

その取扱いを廃止することが適当です。 

また，多賀町二丁目・多賀町三丁目の一部についても，現在，特例地区・慣例

地区として松島小学校へ通学が認められていますが，松島小学校，築地小学校お

よび新塩屋町小学校３校の統合に伴い，新しい学校の規模も拡大されることから，

特例地区・慣例地区としての取扱いを廃止することが適当です。 

校区修正の実施および特例地区・慣例地区の廃止に当たっては，友達や兄弟姉

妹と通学する学校が分かれたり，通学路が変わるなど，児童への様々な影響が考
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えられることから，保護者等と協議しながら，平成１８年度に入学する児童から

実施し，在校生やその兄弟姉妹については，経過措置を設け，柔軟に対応するこ

とが望ましいと考えます。 

また，栗林小学校については，学校規模の大きさに比して敷地が狭隘であり，

新しい学校づくりに併せて，施設の高層化・重層化など打開策を検討されるべき

であると考えます。 

 

なお，高松市の学校区における特例地区・慣例地区のあり方については，今後，

さらに検討する必要があるものと考えます。 

  

《現行》 

（５）亀阜小学校・桜町中学校・紫雲中学校・玉藻中学校 

亀阜小学校は，平成１６年５月 1日現在，児童数８１３名・普通学級数２３ク

ラスの適正規模校であり，平成２２年度を見通した推計では，児童数６７４名・

普通学級数１９クラスと減少傾向にあります。 

 桜町中学校は，平成１６年５月 1日現在，生徒数７７４名・普通学級数２１ク

ラスの適正規模校であり，平成２２年度を見通した推計では，生徒数７０２名・

普通学級数１８クラスと減少傾向にあります。 

紫雲中学校は，平成１６年５月 1日現在，生徒数７６５名・普通学級数２３ク

ラスの適正規模校であり，平成２２年度を見通した推計では，生徒数７０２名・

普通学級数１９クラスと減少傾向にあります。 

玉藻中学校は，平成１６年５月 1日現在，生徒数７１６名・普通学級数１９ク

ラスの適正規模校であり，平成２２年度を見通した推計は，生徒数７６９名・普

通学級数２１クラスと増加傾向にあります。 

 このような状況にありますことから，これらの学校は，適正規模校の状態が続

くものと予想されますので，現行のままで新しい学校づくりに期待したいと思い

ます。 

 





表２　
　■中心部小学校推移状況表

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 統合前 統合後 統合前 統合後

日 新 小 6 158 6 154 7,451 1.7 S36.6～S51.3

二 番 丁 小 16 517 14 447 13,220 1.9 S31.3～S59.2

四 番 丁 小 6 137 6 133 13,190 1.4 S30.9～S60.3

松 島 小 12 383 12 356 14,431 1.7 S34.5～S54.9

築 地 小 6 117 6 137 9,732 1.1 S28.3～S38.10

新塩屋町小 7 199 6 187 10,290 1.7 S42.2～S57.2

学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数

29 1,043 24 820 31 1,105 25 902 S28.3～S46.3

12 363 16 552 12 358 17 523 S42.2～S54.9

S33.6～S55.3

　■中心部中学校推移状況表

学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 統 合 後

光 洋 中 8 245 7 229

7,167

注）　１　学級数（単位：クラス）は普通学級数，児童数・生徒数（単位：人）は障害児を含む数である。

　　　２　最遠通学距離は，実測および機器による測定である。

　　　３　校舎建築年月日は，小規模な施設を除く。非木造の２階以上または２００㎡以上のものとする。

　　　４　②統合小（松島・築地・新塩屋町）の松島小の平成１６年度統合前の児童数は，多賀町二丁目・多賀町三丁目の一部（特例・慣例地区：花園小から松島小へ通学）

 （児童数：１９人）を含めた児童数だが，平成１６年度統合後の児童数は，多賀町二丁目・多賀町三丁目の一部（特例・慣例地区：花園小から松島小へ通学）（児童数：

１９人）を除いた児童数である。松島小の平成２２年度統合前の児童数および統合後の児童数は，多賀町二丁目・多賀町三丁目の一部（特例・慣例地区：花園小から

松島小へ通学）（児童数：２５人）を除いた児童数である。

　　　５　栗林小学校の児童数の校区修正前は，上福岡町の一部（慣例地区：花園小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：２８人）（Ｈ２２年度：１４人）と今里町一丁目の一部（特例・

慣例地区：太田小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：５３人）（Ｈ２２年度：６３人）の児童数を含めたものである。校区修正後の児童数は，藤塚町，藤塚町一丁目（１番除

く），藤塚町二丁目，楠上町一丁目の児童数（Ｈ１６年度：１４２人）（Ｈ２２年度：１２６人）と上福岡町の一部（慣例地区：花園小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：２８人）

（Ｈ２２年度：１４人），今里町一丁目の一部（特例・慣例地区：太田小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：５３人）（Ｈ２２年度：６３人）の児童数を除いたものである。

　　　６　花園小学校の児童数の校区修正前は，上福岡町の一部（慣例地区：花園小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：２８人）（Ｈ２２年度：１４人）と多賀町二丁目・多賀三丁目

の一部（特例・慣例地区：花園小から松島小へ通学）（Ｈ１６年度：１９人）（Ｈ２２年度：２５人）を除いた児童数である。校区修正後の児童数は，藤塚町，藤塚町一丁目

（１番除く），藤塚町二丁目，楠上町一丁目（Ｈ１６年度：１４２人）（Ｈ２２年度：１２６人）と上福岡町の一部（慣例地区：花園小から栗林小へ通学）（Ｈ１６年度：２８人）

（Ｈ２２年度：１４人），多賀町二丁目・多賀町三丁目の一部（特例・慣例地区：花園小から松島小へ通学）（Ｈ１６年度：１９人）（Ｈ２２年度：２５人）を含めた児童数である。

19 674

敷 地 面 積 （㎡）

最遠通学距離（km）

2.3

2.0

校舎建築年月

最遠通学距離（km） 校舎建築年月現　行
平成 １６ 年度 平成 ２２ 年度

敷地面積（㎡）
学級数 児童数

校区修正（案）

平成 １６ 年度

校舎建築年月統合後統合前

平成 １６ 年度

22

統合後

平成 ２２ 年度

統合（案）

14,431

23 813

学級数 児童数

平成 ２２ 年度

敷地面積（㎡）

15,919 2.8

敷地面積（㎡） 最遠通学距離（km）

校区修正前 校区修正後 校区修正前 校区修正後

統合前

2.0

812 734 13,220

紫 雲 中

玉 藻 中

11,884

14,876

栗 林 小

花 園 小

亀 阜 小

桜 町 中

統合前

19

2.721

①
統
合
小

②
統
合
小

680 68020 18

城 内 中

統
合
中

統合後

平成 ２２ 年度

統合（案） 統合後

12

平成 １６ 年度

136
11

統合前

21

424
6 179

21

23

18

学級数

平成 １６ 年度

生徒数

702

365
6

現　行
学級数 生徒数

17,819

(朝日新町4,034除く)
S31.3～S39.3

702

平成 ２２ 年度
敷 地 面 積 （㎡）

716 769 28,883

19

774

765

18,259

18,527 S25.3～S45.3

校 舎 建 築 年 月

S36.3～S57.1

S33.7～S56.2

統　　合　　前

17,819

校 舎 建 築 年 月

S37.3～S57.2

 １７
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５ 新しい学校づくりの基本理念 

 

 現在，我が国では，２１世紀にふさわしい社会システムを確立するための様々

な制度改革に取り組んでいます。 

 ２１世紀は激動の時代であると言われています。地球規模で物事を考え，行

動すべき世紀であるとも言えます。 

 これまでの教育の歴史と伝統と成果の上に立って，これからの教育を展望し

ていかなければならない時にきています。 

 学校教育においても，児童生徒数の大幅な減少は，学校教育全体に大きな影

響を与えており，適切な取組みが必要となってきています。 

 生涯学習社会の中での学校の役割等も考え，児童生徒一人一人の個性を重視

し，国際化や情報化等の社会の様々な変化に対応できる新しい時代にふさわし

い教育改革を推進する必要があります。 

 とりわけ，学校においては，児童生徒の安全を確保した上で，豊かな人間性の

育成および才能の伸長や創造性の育成を図るとともに，地域に開かれた信頼され

る安全な学校づくりが求められています。 

 そこで，新しい時代を見据えた，高松市中心部小中学校の「新しい学校づくり」

の基本理念を次のとおりまとめました。 

・ 明日を担う子どもたちのための学校 

 ・ 生きる力を育てる学校     

 ・ 地域と共につくる学校     
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（１）明日を担う子どもたちのための学校 

学校は，地域の様々な活動の拠点であり，災害時には避難所としての役割も担

っており，地域住民の心の拠り所でありますが，学校は，子どもたちが 1日の大

半を過ごす学習・生活の場であり，子どもたちの施設です。 

 新しい学校づくりに当たっては，将来を見据え，より良い教育環境を創出する

ために，まず，子どもたちのためにという視点を最優先して取り組んでいく必要

があります。 

明日を担う子どもたちのために新しい時代に適合する学校づくりを進めるこ

とが大切であります。 

 

（２）生きる力を育てる学校 

 「教育とは生きる喜びを育む営みである。」，その営みがますます困難な時代

にあって，子どもたちが未来に向かって人間として生きていくための力こそが，

教育の中で求められる課題であると考えます。 

 これからの子どもたちに求められる資質や能力は，変化の激しい社会を生き

抜く力であると言われています。すなわち，自分で課題を見つけ，主体的に学

び，考え，判断・行動し，よりよく問題を解決する力が必要です。同時に，自

らを律しつつ他人と協調し，助け合う心や感動する心も必要です。 

子どもたちの現状を見つめ，豊かな人間性の育成および才能の伸長や創造性

の育成をめざし，教育内容の充実・教育環境の整備など，生きる力を育てる学

校づくりを進める必要があります。 

 

（３）地域と共につくる学校 

 学校は，地域の人々との関わりを持つ中で，地域に育てられ，地域と共に発

展しており，それぞれ，歴史や伝統を築いています。 

新しい学校づくりは，地域との新しい関わりを生み出します。 

新しい学校は，地域に開かれた魅力ある学校を地域と共につくる必要があり

ます。 
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６ 新しい学校づくりの教育環境（ソフト面）の整備と支援 

 

学校は，地域社会を基盤として維持発展してきており，充実した学校教育

の実現には学校・家庭・地域の連携・協力の推進が不可欠です。 

教育は，人にとって生涯を通じての課題であり，教育の使命は，家庭，学

校，社会の様々な生活の場を通じて達成されるべきものです。 

長寿・高齢化社会の中で，教育の展開は，各世代間の触れ合い活動・交流

を密接にすることと併せて，生涯学習社会の体系化整備とその重要性を実感

し，認識を共有することが大切です。 

学校教育は，広い意味で生涯学習（成人教育）に接続する教育・学習の過

程として理解を深めることが必要です。 

中心部小中学校の適正配置を好機として，新しい学校が新しい地域に根ざ

し，地域と共に新しい教育のパイオニアになって発展することを期待します。 

新しい学校づくりの基本理念に基づき，教育水準の向上と発展を期待し，

先進的な教育環境の整備と支援が必要です。 

 

（１）地域に開かれた信頼される学校づくり 

① 学校は，保護者のみならず積極的に地域に公開し，地域の身近な公共施

設としての役割を果たすことが求められています。従って，児童・生徒の

安全確保を前提に地域に開かれた学校づくりを推進することを期待します。 

 ② 新しい教育として，教科中心の学習から総合的な学習や体験的な学習（例

えば職場体験，自然体験など），あるいは宿泊学習などの共同生活（異年齢

交流の促進）にまで及ぶ「学び」の幅を広げる活動を通じて，特色ある教

育活動の推進が求められています。 
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 ③ このような教育活動には，学校の外部にある人材や資源を学校教育に積

極的に活用する必要があります。地域のニーズや創意・工夫等を学校運営

に反映させるために，学校評議員制度や学校運営協議会制度（仮称）など

を積極的に活用し，自立した学校，地域に信頼される学校づくりをめざす

ことが必要です。 

 

（２）学校間の連携 

① 新しい学校への期待は，多方面に及び，時には過剰な要求になりかねま

せん。また，新学習指導要領の実施に伴う，「生きる力」に結びつく「確か

な学力」の成果についても，点検・評価がなされ，それが単一の学校評価

になり，限られた地域の評価になる恐れもあります。 

育ちつつある「生きる力」をあらゆる場面で受け入れ，吸い上げる家庭・

学校・地域社会であるために，中心部の適正配置による学校間の連携を提

案します。 

 ② 日常的，個別的な自主活動と，年間を通じて特定・特別な活動を共同・

連帯して実施することによって，中心部における共生感を育て，実践成果

の普及に努めることや，学校間の情報も共有でき，安全・安心のネットワ

ークも形成できます。 

 ③ 海外の学校との交流も学校間の連携として対応できれば，多くの児童・

生徒に寄与できることになります。魅力ある学校づくりに向けて多様な工

夫を期待します。 

 

（３）新しい学校づくりと新しい地域づくり 

① 地域の都市化傾向が強まる中で，地縁に基づく地域社会が変容し「地域
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の学校」という考え方の視野も広くなりつつあります。学校統合に伴う校

区の拡大により，学校中心に組織されてきたＰＴＡや各種団体も統合再編

が必要になります。児童生徒の安心・安全の心情を醸成するためにも，地

域のよき伝統を受け継ぎ，積極的に組織の融合を推進していただきたいと

思います。 

② 「安全・安心な学校づくり」や「安全・安心な子どもの居場所づくり」

には，学校関係者や保護者の努力だけでは限界があり，校区住民の協力は

不可欠ですが，さらに広く地域連帯の下に，中心部小中学校全体の安全管

理の協力体制が望まれます。例えば，住民によるスクール・ヘルパーなど

を設け，安全活動を通じて，学校だけでなく地域社会の治安にも役立てる

ことを期待します。 

③ 地域を中心にした地縁的な教育支援体制も重要ですが，新しい教育には，

校区を横断する目的指向の地域活動を展開しつつ，子どもを育てていくこ

とも必要です。例えば，特別巡回授業，体験学習，ふれあい活動などの学

習機会を設けて，郷土史，伝統工芸，スポーツ・武道，囲碁・将棋などに

地域の人材を活用しての教育支援を提案します。 

④ 地域の連帯として，また，新しいコミュニティとして，教育支援の人材

バンクづくりなども考え，新しい学校を核とした新しい地域づくりと併せ

て，中心部学校区の連帯によって，中心部の再生が図られることを期待し

ます。 
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７ 新しい学校づくりの施設・設備（ハード面）の整備 

  

 新しい学校づくりには，新しい教育を進める上でふさわしい施設・設備の機能

確保が重要です。 

 これからの時代の変化に伴って，学校も進化する必要があり，その支援策とし

ても備えを整えておくことが望まれます。 

 既に学校の在り方や地域社会の学校への期待や学校像も変化しています。 

例えば，学習指導要領の改訂による教育内容・教育方法等の変化に対応した新

しい施設整備だけでなく，安全性の面でも防犯対策上の措置・設備も必要になっ

ています。 

 新しい学校づくりに当たっては，地域との連携を深めながら，児童生徒の学

習・生活の場としてふさわしい環境の創出をめざし，次の事項について，施設整

備計画に適切に反映されることを要望します。 

 

（１）子どもたちの主体的な活動を支援する施設整備 

① 一斉指導による学習のほか，ティームティーチングによる学習，個別学

習，少人数指導による学習，グループ学習など多様な学習内容・学習形態

を考慮して整備する。 

 

② 高度情報通信ネットワーク社会に適応できる児童生徒を育てるための情

報機器や情報ネットワーク等を整備する。 

 

③ 国際理解の推進のための施設として国際文化の理解・交流のために和室

などの日本の伝統的な空間を確保する。 
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（２）安全でゆとりと潤いのある施設整備 

① 学校は，児童生徒が 1 日の大半を過ごす学習・生活の場であることを踏

まえ，健康的で安全に留意して施設を整備する。 

 ・不審者の侵入防止など防犯対策について十分に検討を行い，児童生徒の安

全確保を考慮した施設・設備の整備 

 ・シックハウス対策など，児童生徒の健康に留意した施設整備 

 ・誰もが利用しやすい学校をめざし，ユニバーサルデザインの推進など，安

全で快適な学校の整備 

 

② カウンセリングの充実のための施設（保健室・教育相談室・適応指導教

室など）を整備する。 

 

③ 学校は，災害時には地域の避難所としての重要な役割を担うことを踏ま

え，耐震性の確保・防災機能を充実する。 

 

④ 持続可能な自然資源の活用や自然環境等に配慮して施設を整備する。（エ

コスクール化） 

 ・雨水や太陽光など自然資源の活用 

 ・学校緑化を行うとともに自然と触れ合う場の創出（ビオトープの設置など） 

 

（３）地域と連携した施設整備 

① 学校は，地域住民の身近な公共施設であることを考慮し，地域の生涯学

習・スポーツやコミュニティ活動等を支援する場の創出に努める。 
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② 学校と地域の交流・連携を考慮した計画を行い，地域に開かれた学校づ

くりをめざす。 

 

③ 学校の状況等を考慮しながら，留守家庭児童会など，児童生徒と関わり

の深い施設との複合化を図る。 

 

④ 統合校の歴史や伝統の保存・伝承に留意しつつ，地域と共に新しい学校

づくりを進める。 

 

新しい学校は，新しい時代に適合した２１世紀の学校のモデルとなるような魅

力と特色のある学校づくりをめざす必要があります。 

 したがって，付加価値の高い施設整備を念頭に，画一的な施設整備ではなく，

地域の実情や環境に応じて，特色ある学校づくりをめざす上で，基本的（共通性）

なものと特色的（固有性）なものとを区分して計画的に整備することが望まれま

す。 

地域のニーズを反映するとしても，財政上やコストパフォーマンスの視点から，

短期・中期の整備計画を策定する必要があります。 

 なお，市内中心部においては，学校の適正配置等に併せて校舎等の改築を行

い，新しい学校づくりを計画的に進められるよう要望します。 
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８ 統合後の跡地・跡施設利用について 

  

 学校の適正配置の問題は，学校の跡地・跡施設の利用問題とも連動します。 

長い歴史を築いてきた学校の統合については，卒業生や関係の方々にとって

寂寥感も強く，複雑な思いがあると思います。 

したがって，学校の跡地・跡施設利用については，学校の施設状況や地域住

民の意向等も考慮しながら，新しい地域づくり・まちづくりに貢献できる文教

施設等を優先して有効活用を図っていくことが望ましいと考えます。   

また，従前の学校が担ってきた避難所としての機能も確保できる配慮が望ま

れます。 

このような事情に留意して，次のような活用策について提案します。 

 

（１）教育センター 

教育の現状を見ると，子どもたちの問題行動や不登校などの深刻な状況，社

会性や規範意識の希薄化，過度の画一主義などによる個性・能力に応じた教育

の軽視など，教育全般について様々な問題が生じています。 

このような中，教員に対して，専門的知識や実践的指導力のほか，教職への

使命感，子どもに対する教育的愛情，社会性など様々な資質能力が求められて

います。 

このため，教職員一人一人が使命感を持ち，問題解決に向けて相互に連携を

図り，教育実践に結びつく研修等を充実させ，教員の組織的・効果的な指導体

制の確立を図ることが大切です。 

中核市高松の教育に関する研究・研修等の拠点として，また，様々な教育活動

や子どもたちの学習発表の場として，次のような機能を併せ持つ教育センターを

学校の跡地・跡施設を利用して整備することを提案します。 
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① 教員の各種研修の開催 

② 教育に関する相談業務（教育相談室） 

③ 不登校の子どもたちのための適応指導教室 

④ 高松市教育情報通信ネットワークシステムの管理 

⑤ 教科書，教育関係図書および諸資料の収集・管理・情報提供 

⑥ 子どもたちの音楽会や作品展示など，学習発表の場としてのホール，展示室 

 

（２）地域スポーツ施設 

 学校の体育館は，地域のスポーツ等の場として利用されているとともに，災害

時には避難所としての役割を持っています。 

こうしたことから体育館は，耐震性能等を考慮した上で，平常時は地域のス

ポーツ施設として，災害時には避難所としての有効活用を提案します。 

 

（３）給食センター 

 学校給食の充実や学校敷地の有効活用を図るため，児童生徒等を対象にした食

育や衛生管理について研修する機能を持った中心部小中学校の給食センターを

統合後の跡地を利用して新しく建設することを提案します。 

 

（４）子育て支援施設  

 近年の社会構造・就業構造の著しい変化等を踏まえ，地域において子どもたち

を総合的に育み，子どもたちの視点に立って，就学前の教育・保育を一体として

捉えた一貫した総合施設の設置が可能となってきています。 

その見通しの上で，不安なく子どもを産み，子どもを愛し，育てる喜びを感じ

ながら子育てできる環境をつくるため，子育て支援の総合施設の設置を提案しま

す。 
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（５）地域コミュニティ支援施設 

新しい学校を定着させ，個性的で特色ある地域の学校として育て上げるため

には，地域住民が連携して，共に新しい地域をつくっていくことが必要です。 

特に，学校を統合した地域は，地域住民相互の交流と協調性の発揮が重要で

あり，その活動を支援する施設が必要です。 

今，子どもの生きる力を育むために，地域社会の力を生かすことや家庭教育

の在り方を見直すことが求められています。 

このため，地域が一体となって，子育てを支援しつつ心豊かに育んでいく環

境を整備していくことも必要です。 

地域コミュニティは，地域住民みんなが自主的に参加し，その総意と協力に

より，住みよい地域社会を構築することを目的として構成された集まりで，住

みよいまちづくりを進めるための重要な基盤です。 

高松市では，小学校区毎に設置された地区公民館を地域コミュニティ活動の

拠点としています。 

一方，学校は，災害時に地域住民の避難所としての重要な役割を担っている

とともに，生涯学習やコミュニティ活動をも支援する役割を担っています。 

こうしたことから，統合後の跡地・跡施設を地域の生涯学習やコミュニティ

活動，また地域の文化・芸術の伝承等を支援する場への活用を提案します。 

 

以上のとおり，統合後の跡地・跡施設については，現在の学校の状況や地域の

事情等を考慮しながら，学校教育や地域と関連の深い施設への転用を優先して有

効活用を図っていくことを提案します。 
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９ 新しい学校づくり推進室（仮称）の設置について 

 

新しい学校づくりは，新しい地域づくりでもあり，まちづくりでもあります。 

とりわけ高松市の繁栄と発展に大きな役割を果たしてきた中心部地域にとっ

て，学校統合による新しい地域づくりには，歴史と伝統の重みとその継承発展

に強い関心と意欲があるものと思われます。 

また，中心部地域全体が新しい文教地域として活性化を図る機会にもなり，

市行政と協働して新しい学校づくりと併せてまちづくりを推進して，学校統合

の成功モデルになることが期待されます。 

新しい学校づくりには，多くの課題があり，地域住民，学校関係者，行政担

当者等の協調・協力・協働が不可欠です｡ 

そのためのネットワークづくりが必要です。学校は地域の公共施設であり，

地域の風土・生活環境にも密接に関与しており，多くの人々に受け入れられ，

親しまれる建物であることが望まれます。 

新しい学校づくりは，児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい教育環境

の創出と地域住民の身近な公共施設として地域に愛される学校をめざし，学校

関係者や地域住民と共に進めていく必要があります。 

このため，学校関係者や地域住民と情報や意見の交換をしながら，新しい学

校づくりに取り組む組織体制の整備を要望します。 
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おわりに 

 

 第１回目の審議会を平成１４年７月に開催して，約２年余りが経過しており

ます。 

 高松市中心部の児童生徒数の著しい減少や学校施設の老朽化の問題を踏まえ，

中心部小中学校の適正配置等について諮問を受け，審議会は真摯に調査・検討

してまいりました。 

 答申のめざすところは，児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい環境を

創出することであり，新しい教育推進の基盤・環境の創出にも留意した中心部

小中学校の新しい学校づくりであります。 

 このことにより，中心部の活性化を期待するものでもあります。 

 少子高齢化の進行する我が国においては，社会のあらゆる分野で社会の特質

に見合った再整備が進められております。 

 教育分野においては，学校施設を地域の生涯学習・スポーツやコミュニティ

活動を支援する施設として利用し，開かれた学校づくりを推し進めるなど地域

の状況・特色を反映した先導的な取組みが全国各地で行われるようになりまし

た。 

 高松市の中心部では，少子化とドーナツ化現象による人口の減少が著しく，

校舎の老朽化や耐震性の問題と学校統合の問題が当面の重要課題になっていま

す。 

 関係校区の住民や学校関係者にとっても，関心と懸念を持ちつつ，愛着と思

い出を共有してきた学校が姿を変えることへの寂寥感を断ちがたく，統合案を

骨子とした中間報告に，その心情からの多くの意見が寄せられました。 

 審議会では，市民の皆さんの建設的な意見にも留意しつつ，統合校の先例（岡
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山市，福岡市など）視察も行い，これからの時代に対応した中心部小中学校の

適正配置について提言するとともに，併せて跡地・跡施設の活用策などについ

ても提案することにしました。 

 地縁的な学校・校区を存続させることに固執する限り，厳しい行財政事情の

下で，中心部全体の適正配置・校舎等改築計画の前進は困難と思われます。 

 明日を担う子どもたちのために，新しい教育が公教育の場を通じて，普遍的

かつ着実に展開されることを願っており，そのためにも校舎等改築に併せて新

しい施設・設備の整備も急がれます。 

 教育立国を礎とする我が国は，新世紀に入り，多くの教育改革施策を打ち出

し，早期に具体化を図ってきています。現在においても，地方の判断・裁量権

を拡大する方向で，義務教育制度の弾力化や学校・教育委員会の改革等も法改

正に整備されようとしています。教育県香川としても，長期に蓄積してきた教

育資産を活用して，これからの教育の新展開に適切に対応する必要があり，そ

の先導的役割を高松市の教育界に期待されております。 

 このような中心部の事情・社会の動向に理解を深め，地域住民，学校関係者,

行政機関が協調・協働して，新しい学校づくりと新しい文教地域の形成にご尽

力くださることを期待しております。 

 少子高齢化の新しい社会整備に向けて公共的資源の再活用（インフラ整備）

は，市行政のみならず地方分権の時代を迎える市民・県民にとっても克服され

るべき喫緊の課題となっております。 

審議会もこの時代の要請に応えるように努めたことも付言し，この答申によ

り，本市の子どもたちにとってより良い教育環境が創出されることを期待する

ものです。 
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平成１４年９月３日 

高松市小中学校適正配置等審議会 
会長 妻鳥 敏彦 様 
                          高松市教育委員会 

 
高松市中心部小中学校の適正配置等について（諮問） 

 このことについて，下記の理由により諮問します。 
記 

（理由） 
 戦後におけるわが国の教育は，教育の機会均等の理念の下に，教育の普及・
拡大と教育水準の向上が図られ，社会・経済の発展に大きく寄与してきました。 
 しかしながら，今日の世界規模の競争が激化する中で，社会・経済は，時代
の大きな転換点に立っています。 
 このような厳しい状況の中で，教育は，社会・経済のグローバル化，科学技
術の進展，少子高齢化等の大きな変化に対応した新しい時代にふさわしい教育
が求められており，学校施設についても，新たな視点での整備が望まれていま
す。 
 現在，本市の学校施設は，建築後，相当の年数が経過し，校舎等の老朽化が
進み，改築を検討する時期を迎えております。 
 特に，中心部の日新，二番丁，四番丁，亀阜，栗林，花園，松島，築地，新
塩屋町の小学校および桜町，紫雲，玉藻，光洋，城内の中学校（以下「中心部
の小中学校」という。）の校舎等は，旧耐震基準（昭和４６年１月）前の施設が
全体の約６２％を占め，耐震性に懸念があるとともに老朽化も進んできており，
改築時期を迎えております。 
 また，中心部の小中学校においては，少子化と中心部から周辺への人口流動
によるドーナツ化現象等も重なり，児童生徒数が著しく減少し，一学年１学級
の学校も現れ，学校規模の較差が広がっております。 
 このような状況を踏まえ，児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい環境
の創出を目指し，次代を担う子どもたちのために，学校関係者および地域住民
の方々とともに新しい学校づくりを進めてまいりたいと考えております。 
 このため，中心部の小中学校の適正配置等について御審議いただきまして，
御答申を頂けますようお願い申しあげます。 
 
 
 

（写） 
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   高松市小中学校適正配置等審議会条例 

 

 （設置） 

第１条 高松市立小学校および中学校（以下「学校」という。）の教育環境の充

実に資するため，教育委員会に，高松市小中学校適正配置等審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 審議会は，次に掲げる事項について，教育委員会の諮問に応じて調査 

 審議し，その結果を答申する。 

  学校の適正配置に関すること。 

  学校の通学区域の設定および改廃に関すること。 

 （組織） 

第３条 審議会は，委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，教育委員会が委嘱する。 

  学識経験者 

  学校教育の関係者 

  前条各号に掲げる事項と関係を有する団体の代表者 

  前３号に掲げる者のほか，教育委員会において必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残 

 任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 （会長および副会長） 

第５条 審議会に会長および副会長をそれぞれ１人置き，委員の互選により定 

 める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，または会長が欠けたと 

 きは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 
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２ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決 

 するところによる。 

４ 前項の場合において，議長は，委員として議決に加わることができない。 

５ 会長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その説明また 

 は意見を聴くことができる。 

 （幹事） 

第７条 審議会に幹事若干人を置く。 

２ 幹事は，教育委員会の職員のうちから，教育委員会が任命する。 

３ 幹事は，審議会に出席し，調査審議事項について意見を述べることができ 

 る。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会

長が審議会に諮って定める。 

 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は，平成１４年６月１日から施行する。ただし，次項および附則

第５項の規定は，同年９月１日から施行する。 

  （高松市小中学校校区修正審議会条例の廃止） 

２ 高松市小中学校校区修正審議会条例（昭和４３年高松市条例第１１号）は， 

  廃止する。 

 （所掌事項に関する経過措置） 

３ この条例の施行の日から平成１４年８月３１日までの間における第２条第 

 ２号の規定の適用については，同号中「関すること」とあるのは，「関する 

 こと（高松市小中学校校区修正審議会条例（昭和４３年高松市条例第１１ 

 号）に定める高松市小中学校校区修正審議会の所掌事項に係るものを除 

 く。）」とする。 

  （高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４  高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年高松市条例第 
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  ２０号）の一部を次のように改正する。 

  別表中第５３号を第５３号の２とし，同号の前に次の１号を加える。 

 小中学校適正配置等審議会委員 日額  ６，９００円 

５  高松市特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表第５３号の２を削る。 

 （最初の審議会の招集） 

６ この条例による最初の審査会の会議は，第６条第１項の規定にかかわらず，

教育委員会が招集する。 
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高松市小中学校適正配置等審議会委員名簿              
現委員                    （平成１６年６月１日現在） 

 役  職  名  等 氏   名 委嘱年月日      （開始）

会 長 前香川大学教育学部長 妻鳥 敏彦 平成１４年６月１日 

副会長 高松市婦人団体連絡協議会会長 野田 法子 〃 

高松市小学校長会会計長 大西多江子 〃 

高松市障害児（者）育成会常任理事 大西 祐子 平成１５年６月６日 

前高松市中学校長会会長 岡  正敏 平成１５年４月１日 

高松市ＰＴＡ連絡協議会会長 加藤 博美 平成１４年６月１日 

高松市連合自治会連絡協議会会長 河田  澄 平成１６年６月１日 

市民公募 兒島みち子 平成１４年６月１日 

高松市中学校長会副会長 佐藤  孝 〃 

高松市子ども会育成連絡協議会副会長 谷井 勝子 〃 

市民公募 早谷川 悟 〃 

高松青年会議所副理事長 藤野 譲二 平成１５年６月１日 

高松大学（経営学部）教授 馬淵キノエ 平成１４年６月１日 

委 員 
（五十音順） 

高松市小学校長会会長 山田  功 平成１５年４月１日 
退任委員（五十音順） 

 委 員 委 嘱 時 の 役 職 名 等              氏   名 委 嘱 期 間 

 高松市小学校長会会長 多田 洋一 平成１４年６月１日～
平成１５年３月３１日

 高松市中学校長会会長 中西  功 平成１４年６月１日～
平成１５年３月３１日

 高松市連合自治会連絡協議会会長 永崎 英 平成１４年６月１日～
平成１６年５月３１日

 高松市障害児（者）育成会副会長 橋本 美香 平成１４年６月１日～
平成１５年６月５日 

 元高松市水道事業管理者 平見 芳和 平成１４年６月１日～
平成１６年５月３１日

 高松青年会議所副議長 松下 泰明 平成１４年６月１日～
平成１５年５月３１日
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高松市小中学校適正配置等審議会会議経過 
 

審議会（回） 実施月日 審 議 内 容 

平成１４年度 
第 1回審議会 

平成１４年 
７月１日 

・会議の公開および非公開について協議 
・経過および現状について説明 
・懇談会報告および基本構想の適正規模等について説明 

第２回審議会 ９月３日 
・中心部小中学校の適正配置等について諮問 
・中心部小中学校の適正配置等について 
（統合・校区修正などについて意見交換） 

第３回審議会 １１月７日 
・中心部小中学校の適正配置等について 
（叩き台パターンについて意見交換） 
 

第 4回審議会 １１月２９日 ・中心部小中学校について状況視察 
（視察後，意見交換） 

第５回審議会 平成１５年 
１月３１日 

・サンポート地区の住居表示に伴う通学区域の一部修正
について諮問・答申 
・中心部小中学校の適正配置等について意見交換 
（叩き台パターンについて意見交換） 

（視察） ２月２４日 
 
・岡山市の学校適正配置等の取組み状況について視察 
 

平成１５年度 
第１回審議会 
（６回目） 

４月１６日 
・岡山市の視察について報告 
・学校の適正配置の基本的な考え方について意見交換 
 

第２回審議会 
（７回目） ５月２６日 

・中心部小中学校の適正配置等パターンに対する各委員の
意見集約 
・中心部小中学校適正配置等の中間報告素案について審
議 

第３回審議会 
（８回目） ６月２０日 

 
・中心部小中学校適正配置等の中間報告素案について審議
 

第４回審議会
（９回目） ７月１８日 

 
・中心部小中学校適正配置等の中間報告（案）まとめ 
 

中間報告 ８月２０日 
 
・審議会会長から高松市教育委員会へ報告 
 

第５回審議会
（１０回目） ９月３０日 

・中間報告の説明会の状況報告 
・香西小学校の特例地区の指定について諮問 
 

第６回審議会
（１１回目） １１月１１日 

・中間報告に対する市民からの意見について報告 
・会議の公開および非公開について再協議 
・市民との意見交換会の開催について協議 
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審議会（回） 実施月日 審 議 内 容 

第７回審議会
（１２回目） １２月４日 

 
・中間報告に対する市民からの意見について意見交換 
 

第８回審議会
（１３回目） 

平成１６年 
１月２２日 

・中間報告に対する市民からの意見について意見交換 
（特に校区修正について意見交換） 
 

第９回審議会
（１４回目） １月２７日 

 
・市民の意見を聴く会 
 

第１０回審議
会（１５回目） １月２８日 

 
・市民の意見を聴く会 
 

（視察） ２月１６日 
 
・福岡市および博多小学校の取組み状況について視察 
 

第１１回審議
会（１６回目） ３月２日 

・福岡市および博多小学校の取組み状況について報告 
・新しい学校づくりについて意見交換 
 

平成１６年度 
第１回審議会 
（１７回目） 

５月１３日 
・今後のスケジュールについて協議 
・答申のまとめ方（内容・構成など）について意見交換 
 

第２回審議会 
（１８回目） ５月２８日 

・学校の適正配置等（統合）について意見交換 
・新しい学校づくりの基本理念について意見交換 
・新しい学校づくりのハード面について意見交換 
 

第３回審議会 
（１９回目） ６月１０日 

・新しい学校づくりのソフト面について意見交換 
・統合後の跡地・跡施設利用について意見交換 
 

第４回審議会 
（２０回目） ６月２９日 

 
・中心部小中学校の適正配置等の答申案について審議 
 

第５回審議会 
（２１回目） ７月２３日 

 
・中心部小中学校の適正配置等の答申案について審議 
 

第６回審議会 
（２２回目） ８月２３日 

 
・中心部小中学校の適正配置等の答申案について審議 
 

答 申 ８月２６日 
 
・審議会会長から高松市教育委員会へ報告 
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